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区分の名称
Ａ　地　区
（１低層）

Ｂ　地　区
（１中高）

Ｃ　地　区
（１中高）

Ｄ　地　区
（２中高）

Ｅ　地　区
（準住居）

Ｆ　地　区
（準住居）

Ｇ　地　区
（２住）

区分の面積 約３９．１ha 約４．３ha 約７．８ha 約４．８ha 約２１．８ha 約２．８ha 約３．６ha

２００㎡ １５０㎡ ２００㎡

１．道路（緑道を含む。）境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、
道路(緑道を含む。)境界線までの距離は、
１．０ｍ以上でなければならない。
ただし、敷地が都市計画道路三郷吉川線又は
三郷流山線に接する住宅以外の用に供する建
築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道
路境界線までの距離は２．０ｍ以上でなけれ
ばならない。
２．隣地境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、
隣地境界線までの距離は、０．７５ｍ以上で
なければならない。

地区の
区分

建築物等の
用途の制限

建築物の
敷地面積の
最低限度

壁面の位置の
制限

１．道路(緑道を含む。)境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路(緑道を含む。)境界線までの距離は１．０ｍ以
上でなければならない。

２．隣地境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離は０．７５ｍ以上でなければ
ならない。

建築物等の高さ
の最高限度

―

―

１５０㎡

次に掲げる建築物は、建
築してはならない。
(１）店舗、飲食店、事
務所その他これらに類す
る用途に供するものでそ
の用途に供する部分の床
面積の合計が５００㎡を
超えるもの
(２)倉庫（建築物に附属
するものを除く。）

吉 川 駅 南 地 区 地 区 計 画
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建築物等の形態
又は意匠の制限

１４ｍ以下かつ地階を除く階数が４以下とする。

次に掲げる建築物は、建築してはなら
ない。
(１)ホテル又は旅館
(２)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
その他これらに類するもの
(３)自動車教習所
(４)畜舎（建築物に附属する床面積の
合計が１５㎡以下のものを除く。）
(５)倉庫（建築物に附属するものを除
く。）

１．道路(緑道を含む。)境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路(緑道を含む。)境界線までの
距離は１．０ｍ以上でなければならない。

２．隣地境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離は０．７５
ｍ以上でなければならない。

次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(１)ホテル又は旅館
(２)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝
馬投票券発売所、場外車券売場その他これら
に類するもの
(３)自動車教習所
(４)畜舎（建築物に附属する床面積の合計が
１５㎡以下のものを除く。）
(５)倉庫（建築物に附属するものを除く。）

        　理由　土地区画整理事業の事業効果の維持増進を図るとともに、緑豊かでうるおいのある良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るため。
　        ○　問い合わせ先　吉川市都市計画課　０４８－９８２－９９０３

かき又はさくの
構造の制限

次に掲げる建築物は、
建築してはならない。
（１）大学、高等専門
学校、専修学校その他
これらに類するもの
（２）病院
（３）店舗、飲食店そ
の他これらに類する用
途に供するもの（建築
基準法別表第二（ろ）
項第二号に掲げるもの
を除く。）及びこれに
附属する建築物（建築
基準法施行令第１３０
条の５に掲げるもの）
（４）自動車車庫（建
築物に附属するものを
除く。）

屋外広告物や外壁、屋根の色については周辺の景観との調和に配慮したものとすることによって、良好な居住環境の形成に努める。

１　道路(緑道を含む。)に面する部分のかき又はさくの構造は、生け垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
（１）門柱、幅が１．０ｍ以内の門柱の袖壁、門扉その他これらに類するもの
（２）道路面と敷地の地盤面の高さの差が０．３ｍ以下の場合に行う土留め擁壁等で、道路面からの高さが０．６ｍ以下のもの
（３）道路面と敷地の地盤面の高さの差が０．３ｍを超える場合に行う土留め擁壁等で、敷地の地盤面からの高さが０．３ｍ以下のもの
（４）生け垣の内側（敷地側）に設置する透視可能なさく
（５）他の法令等にかき又はさくの構造について定めがあるもの
２　道路に面する部分以外のかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なさくとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
（１）敷地の地盤面からの高さが０．６ｍ以下のもの
（２）他の法令等にかき又はさくの構造について定めがあるもの

２０ｍ以下とする。 １４ｍ以下かつ地階を除く階数が４以下とする。 ２０ｍ以下とする。

　ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
(１)公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合
(２)現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一
の敷地として使用する場合

次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(１)大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類す
るもの
(２)病院
(３）店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途
に供するもの(建築基準法別表第二（ろ）項第二号に掲
げるものを除く。) 及びこれに附属する建築物（建築基
準法施行令第１３０条の５第１号、第２号、第３号、第
５号に掲げるもの）
(４)ホテル又は旅館
(５)ボーリング場、スケート場、水泳場及び建築基準法
施行令第１３０条の６の２で定める運動施設
(６)カラオケボックス等
(７)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(８)劇場、映画館、演芸場、観覧場
(９)自動車教習所
(10)自動車車庫（建築物に附属するものを除く。）
(11)倉庫（建築物に附属するものを除く。）
(12)工場（建築基準法施行令第１３０条の５の２第３号
及び第４号に掲げるものを除く。）
(13)危険物の貯蔵または処理に供するもの
(14)畜舎及び建築物に附属する畜舎で床面積の合計が１
５㎡を超えるもの


